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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
画像を取得する画像取得部と、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出部と、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と臓器又は
組織が異なる特定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準
となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択部と、
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ部と、
　を備え、
　前記抽出部は、前記医用画像と前記領域の抽出結果との組、又は前記医用画像と前記ラ
ンドマーク領域の選択結果との組を正解データとして学習した学習結果を用いて、前記領
域の抽出を行う画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域から、１
以上の前記注目領域を選択する注目領域選択部を備えた請求項１に記載の画像処理装置。
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【請求項３】
　前記位置合わせ部は、前記注目領域選択部を用いて選択された前記注目領域を重ね合わ
せた結果画像を生成する請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記抽出部は、前記医用画像と前記領域の抽出結果との組、又は前記医用画像と前記ラ
ンドマーク領域の選択結果との組を正解データとして、前記領域ごとに学習した学習結果
を用いて、前記領域の抽出を行う請求項１から３のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
画像を取得する画像取得部と、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出部と、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と臓器又は
組織が異なる特定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準
となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択部と、
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ部と、
　を備え、
　前記抽出部は、前記医用画像と前記領域ごとの抽出結果との組、又は前記医用画像と前
記ランドマーク領域の選択結果との組を正解データとして、前記領域ごとに学習した学習
結果を用いて、前記領域の抽出を行う画像処理装置。
【請求項６】
　前記抽出部は、前記医用画像と前記ランドマーク領域の選択結果との組を正解データと
して学習した学習結果を用いて、前記領域の抽出を行う請求項１から５のいずれか一項に
記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像について、前記ランドマーク領域の候補とさ
れるランドマーク候補領域を設定するランドマーク候補領域設定部を備えた請求項１から
６のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記ランドマーク候補領域設定部は、前記第１医用画像、及び前記第２医用画像を構成
する全ての領域のうち、前記ランドマーク領域となり得る全ての領域を前記ランドマーク
候補領域として設定する請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記ランドマーク領域選択部は、前記ランドマーク候補領域のうち、前記第１医用画像
、及び前記第２医用画像から抽出された領域の中から、前記ランドマーク領域を選択する
請求項７又は８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記ランドマーク候補領域に優先度を設定する優先度設定部を備えた請求項７から９の
いずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
画像を取得する画像取得部と、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出部と、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と異なる特
定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準となるランドマ
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ーク領域として選択するランドマーク領域選択部と、
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ部と、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像について、前記ランドマーク領域の候補とさ
れるランドマーク候補領域を設定するランドマーク候補領域設定部と、
　前記ランドマーク候補領域に優先度を設定する優先度設定部と、
　を備えた画像処理装置。
【請求項１２】
　前記ランドマーク領域選択部は、２つ以上の前記ランドマーク候補領域が設定された場
合に、それぞれの前記ランドマーク候補領域の前記優先度が高い順に、１つ以上の前記ラ
ンドマーク領域を選択する請求項１０又は１１に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記ランドマーク領域選択部は、複数の前記ランドマーク領域を選択し、
　前記位置合わせ部は、前記ランドマーク領域選択部を用いて選択された前記複数のラン
ドマーク領域を用いて前記結果画像を生成する際に、前記ランドマーク領域の誤差が最小
となる前記第１医用画像と前記第２医用画像と位置合わせを行う請求項１から１２のいず
れか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記画像取得部は、同一の種類のモダリティを用いて生成された前記第１医用画像、及
び前記第２医用画像を取得する請求項１から１３のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像は、同一の患者における同一の被検体につい
て、異なる時期に生成された医用画像が適用される請求項１から１４のいずれか一項に記
載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記結果画像を表す結果画像信号を表示装置へ送信する画像信号送信部を備えた請求項
１から１５のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記表示装置へ前記結果画像の全体を表示させるか、又は前記表示装置へ前記結果画像
の前記注目領域のみ表示させるかを選択する表示選択部を備えた請求項１６に記載の画像
処理装置。
【請求項１８】
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
画像を取得する画像取得工程と、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出工程と、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と臓器又は
組織が異なる特定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準
となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択工程と、
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ工程と、
　を含み、
　前記抽出工程は、前記医用画像と前記領域の抽出結果との組、又は前記医用画像と前記
ランドマーク領域の選択結果との組を正解データとして学習した学習結果を用いて、前記
領域の抽出を行う画像処理方法。
【請求項１９】
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
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画像を取得する画像取得工程と、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出工程と、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と臓器又は
組織が異なる特定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準
となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択工程と、
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ工程と、
　を含み、
　前記抽出工程は、前記医用画像と前記領域ごとの抽出結果との組、又は前記医用画像と
前記ランドマーク領域の選択結果との組を正解データとして、前記領域ごとに学習した学
習結果を用いて、前記領域の抽出を行う画像処理方法。
【請求項２０】
　前記抽出工程は、
　前記医用画像と前記ランドマーク領域の選択結果との組を正解データとして学習した学
習結果を用いて、前記領域の抽出を行う請求項１８又は１９に記載の画像処理方法。
【請求項２１】
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
画像を取得する画像取得工程と、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出工程と、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と異なる特
定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準となるランドマ
ーク領域として選択するランドマーク領域選択工程と、
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ工程と、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像について、前記ランドマーク領域の候補とさ
れるランドマーク候補領域を設定するランドマーク候補領域設定工程と、
　前記ランドマーク候補領域に優先度を設定する優先度設定工程と、
　を含む画像処理方法。
【請求項２２】
　前記ランドマーク領域選択工程は、２つ以上の前記ランドマーク候補領域が設定された
場合に、それぞれの前記ランドマーク候補領域の前記優先度が高い順に、１つ以上の前記
ランドマーク領域を選択する請求項２１に記載の画像処理方法。
【請求項２３】
　コンピュータに、
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
画像を取得する画像取得機能、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出機能、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と臓器又は
組織が異なる特定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準
となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択機能、及び
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
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と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ機能を実現させるプ
ログラムであり、
　前記抽出機能は、前記医用画像と前記領域の抽出結果との組、又は前記医用画像と前記
ランドマーク領域の選択結果との組を正解データとして学習した学習結果を用いて、前記
領域の抽出を行うプログラム。
【請求項２４】
　コンピュータに、
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
画像を取得する画像取得機能、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出機能、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と臓器又は
組織が異なる特定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準
となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択機能、及び
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ機能を実現させるプ
ログラムであり、
　前記抽出機能は、前記医用画像と前記領域ごとの抽出結果との組、又は前記医用画像と
前記ランドマーク領域の選択結果との組を正解データとして、前記領域ごとに学習した学
習結果を用いて、前記領域の抽出を行うプログラム。
【請求項２５】
　前記抽出機能は、
　前記医用画像と前記ランドマーク領域の選択結果との組を正解データとして学習した学
習結果を用いて、前記領域の抽出を行う請求項２３又は２４に記載のプログラム。
【請求項２６】
　コンピュータに、
　比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用
画像を取得する画像取得機能、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像のそれぞれから、前記注目領域を含む複数の
領域を抽出する抽出機能、
　前記第１医用画像の前記複数の領域、及び前記第２医用画像の前記複数の領域のうち、
前記第１医用画像と前記第２医用画像とに共通する領域であり、前記注目領域と異なる特
定の領域を、前記第１医用画像と前記第２医用画像との位置合わせの基準となるランドマ
ーク領域として選択するランドマーク領域選択機能、
　前記ランドマーク領域を位置合わせの基準として、前記第１医用画像と前記第２医用画
像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、前記第１医用画像
と前記第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ機能、
　前記第１医用画像、及び前記第２医用画像について、前記ランドマーク領域の候補とさ
れるランドマーク候補領域を設定するランドマーク候補領域設定機能、及び
　前記ランドマーク候補領域に優先度を設定する優先度設定機能を実現させるプログラム
。
【請求項２７】
　前記ランドマーク領域選択機能は、２つ以上の前記ランドマーク候補領域が設定された
場合に、それぞれの前記ランドマーク候補領域の前記優先度が高い順に、１つ以上の前記
ランドマーク領域を選択する請求項２６に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は画像処理装置、画像処理方法、及びプログラムに係り、特に医用画像の位置合
わせに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像診断の分野では、複数の医用画像に共通して含まれる特徴領域の比較等の解析
が行われる。複数の医用画像の一例として、同一の対象について同一のモダリティを用い
た撮像時点が異なる複数の医用画像が挙げられる。
【０００３】
　特許文献１は、過去に撮像された第１の医用画像に含まれる病変領域の画像と、最も直
近に撮像された第２の医用画像に含まれる病変領域の画像との間で非剛体レジストレーシ
ョンを行う医用画像計測装置が記載されている。同文献に記載の医用画像計測装置は、非
剛体レジストレーションの結果として得られた画像変化量を用いて、第３の計測パラメー
タを取得している。
【０００４】
　複数の医用画像の比較等の解析を行う際に、複数の医用画像の位置合わせを高精度に行
うことが重要である。複数の医用画像の位置合わせを行う際に、位置合わせの基準となる
ランドマークが用いられる。
【０００５】
　特許文献２は、複数の骨から構成される被検体を異なる時点で撮像した２つの画像の位
置合わせを行う画像位置合わせ装置が記載されている。同文献に記載の画像位置合わせ装
置は、骨の部位ごとに少なくとも３つのランドマークを設定し、少なくとも３つのランド
マークを用いて位置合わせ処理を行う。
【０００６】
　特許文献３は、第１の医用画像データと第２の医用画像データとの間の剛体領域に対し
て剛体位置合わせを行い、非剛体領域に対して非剛体位置合わせを行う医用画像処理装置
が記載されている。
【０００７】
　特許文献４は、手術の対象部位を含む術中画像と、対象部位の手術に関する関連画像と
の位置合わせを行う画像位置合わせ装置が記載されている。同文献に記載の画像位置合わ
せ装置は、関連画像と位置合わせ済みの術中画像と、新たに取得された術中画像から互い
に対応する複数の特徴点を抽出する。
【０００８】
　同文献に記載の画像位置合わせ装置は、優先度が設定された複数の特徴点に基づいて、
関連画像と位置合わせ済みの術中画像と、新たに取得された術中画像との相対的な相違を
表す位置情報に基づいて、関連画像と新たに取得された術中画像との位置合わせをする。
優先度は、位置合わせを行う際に適した位置にある画素ほど、大きくなるように付与され
ている。
【０００９】
　特許文献５は、超音波画像と同一断層面のＭＲＩ画像を取得する際に、体内のランドマ
ークとなる複数の特徴部位を予め定めておき、特徴部位を基準にして検査体内での撮像面
を相対的に決める方法が記載されている。同文献には、特徴部位として、呼吸、及び蠕動
運動による影響が少ない骨格、及び臓器の輪郭を用いることができると記載されている。
なお、ＭＲＩは、magnetic resonance imagingの省略語である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１６－１６２０５号公報
【特許文献２】特開２０１７－６３９３６号公報
【特許文献３】特開２０１６－１０４１２１号公報
【特許文献４】特開２０１７－１６４０７５号公報
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【特許文献５】特許第４７５０４２９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１には、第１の医用画像と第２の医用画像との位置合わせに関
する記載はない。
【００１２】
　特許文献２に記載の発明は、過去に撮像された３次元画像と今回撮像された３次元画像
との間において椎骨領域の位置を合わせる際に、椎骨領域にランドマークを設定している
。位置合わせの対象領域にランドマークが含まれる場合、被検体の姿勢等の違いに起因し
て、位置合わせの対象とされる複数の医用画像の間に傾き等の変化が生じた場合に、正確
な位置合わせが困難である。
【００１３】
　特許文献３、及び特許文献４には複数の医用画像の位置合わせの基準とされるランドマ
ーク領域に関する記載はなく、特許文献３に記載の発明、及び特許文献４に記載の発明は
、ランドマーク領域を用いた複数の医用画像の位置合わせに関するものではない。
【００１４】
　特許文献５に記載の発明は、超音波画像の評価結果に基づいて、超音波撮像装置以外の
撮像装置を用いて撮像した画像を変形させ、２次元画像、又は３次元画像として表示する
ものであり、複数の医用画像の位置合わせを行うものではない。
【００１５】
　また、特許文献５に記載の発明におけるランドマークは、検査体内での撮像面を相対的
に決めるものであって、複数の医用画像の位置合わせの基準ではない。
【００１６】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、複数の医用画像について高精度の位
置合わせを可能とする、画像処理装置、画像処理方法、及びプログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、次の発明態様を提供する。
【００１８】
　第１態様に係る画像処理装置は、比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、及
び第２医用画像を含む複数の医用画像を取得する画像取得部と、第１医用画像、及び第２
医用画像のそれぞれから、注目領域を含む複数の領域を抽出する抽出部と、第１医用画像
の複数の領域、及び第２医用画像の複数の領域のうち、第１医用画像と第２医用画像とに
共通する領域であり、注目領域と異なる特定の領域を、第１医用画像と第２医用画像との
位置合わせの基準となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択部と、ラ
ンドマーク領域を位置合わせの基準として、第１医用画像と第２医用画像との剛体レジス
トレーション、又は線形レジストレーションを行い、第１医用画像と第２医用画像とを重
ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ部と、を備えた画像処理装置である。
【００１９】
　第１態様によれば、注目領域と異なる特定の領域がランドマーク領域として選択される
。ランドマーク領域を基準として第１医用画像と第２医用画像との剛体レジストレーショ
ン、又は線形レジストレーションが行われる。これにより、第１医用画像と第２医用画像
と高精度の位置合わせが可能である。
【００２０】
　注目領域は、第１医用画像、及び第２医用画像に含まれる領域であり、例えば、第１医
用画像、及び第２医用画像における観察、及び計測等の解析対象の領域である。注目領域
の例として臓器、及び組織等が挙げられる。組織の例として、骨、関節、腱、筋、腫瘍、
及び瘤等が挙げられる。



(8) JP 6967983 B2 2021.11.17

10

20

30

40

50

【００２１】
　医用画像の一例として、モダリティを用いて被検体を撮像して得られたデジタル形式の
医用画像が挙げられる。医用画像は２次元画像を適用してもよいし、３次元画像を適用し
てもよい。
【００２２】
　ランドマーク領域選択部は、１つのランドマーク領域を選択してもよいし、複数のラン
ドマーク領域を選択してもよい。
【００２３】
　第１態様に係る画像処理装置は、１つ以上のプロセッサと、１つ以上のメモリを備えた
画像処理装置であって、プロセッサは、比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像
、及び第２医用画像を取得し、第１医用画像、及び第２医用画像のそれぞれから、注目領
域を含む複数の領域を抽出し、第１医用画像の複数の領域、及び第２医用画像の複数の領
域のうち、第１医用画像と第２医用画像とに共通する領域であり、注目領域と異なる特定
の領域を、第１医用画像と第２医用画像との位置合わせの基準となるランドマーク領域と
して選択し、ランドマーク領域を位置合わせの基準として、第１医用画像と第２医用画像
との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、第１医用画像と第２
医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成し、メモリは、各処理におけるデータを記憶す
る画像処理装置として構成し得る。
【００２４】
　第２態様は、第１態様の画像処理装置において、第１医用画像の複数の領域、及び第２
医用画像の複数の領域から、１以上の注目領域を選択する注目領域選択部を備えた構成と
してもよい。
【００２５】
　第２態様によれば、第１医用画像、及び第２医用画像から抽出された領域から、１以上
の任意の注目領域の選択が可能である。
【００２６】
　第３態様は、第２態様の画像処理装置において、位置合わせ部は、注目領域選択部を用
いて選択された注目領域を重ね合わせた結果画像を生成する構成としてもよい。
【００２７】
　第３態様によれば、第１医用画像と第２医用画像との比較等の解析が可能である。
【００２８】
　結果画像は注目領域を表示し、注目領域以外の領域を非表示としてもよい。
【００２９】
　第４態様は、第１態様から第３態様のいずれか一態様の画像処理装置において、抽出部
は、医用画像と領域の抽出結果との組、又は医用画像とランドマーク領域の選択結果との
組を正解データとして学習した学習結果を用いて、領域の抽出を行う構成としてもよい。
【００３０】
　第４態様によれば、正解データを用いて学習した学習結果を反映させた高精度の領域抽
出が可能である。
【００３１】
　第５態様は、第１態様から第４態様のいずれか一態様の画像処理装置において、抽出部
は、医用画像と領域ごとの抽出結果との組、又は医用画像とランドマーク領域の選択結果
との組を正解データとして、領域ごとに学習した学習結果を用いて、領域の抽出を行う構
成としてもよい。
【００３２】
　第５態様によれば、領域ごとの個別の正解データを用いた学習結果を反映させた高精度
領域の抽出が可能である。
【００３３】
　第６態様は、第１態様から第５態様のいずれか一態様の画像処理装置において、第１医
用画像、及び第２医用画像について、ランドマーク領域の候補とされるランドマーク候補
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領域を設定するランドマーク候補領域設定部を備えた構成としてもよい。
【００３４】
　第６態様によれば、第１医用画像、及び第２医用画像に適用したランドマーク候補領域
の設定が可能である。
【００３５】
　第６態様において、ランドマーク候補領域の設定情報を入力する入力装置を備える態様
も可能である。
【００３６】
　第７態様は、第６態様の画像処理装置において、ランドマーク候補領域設定部は、第１
医用画像、及び第２医用画像の少なくともいずれか一方を構成する領域のうち、ランドマ
ーク領域となり得る全ての領域をランドマーク候補領域として設定する構成としてもよい
。
【００３７】
　第７態様によれば、ランドマーク領域となり得る全ての領域をランドマーク候補領域と
して設定することが可能である。
【００３８】
　第８態様は、第６態様又は第７態様の画像処理装置において、ランドマーク領域選択部
は、ランドマーク候補領域のうち、第１医用画像、及び第２医用画像から抽出された領域
の中から、ランドマーク領域を選択する構成としてもよい。
【００３９】
　第８態様によれば、ランドマーク候補領域の中からランドマーク領域の選択が可能であ
る。
【００４０】
　第８態様において、ランドマーク領域の選択情報を入力する入力装置を備える態様も可
能である。
【００４１】
　第９態様は、第６態様から第８態様のいずれか一態様の画像処理装置において、ランド
マーク候補領域に優先度を設定する優先度設定部を備えた構成としてもよい。
【００４２】
　第９態様によれば、ランドマーク候補領域に設定された優先度に基づいてランドマーク
領域を設定し得る。
【００４３】
　第１０態様は、第９態様の画像処理装置において、ランドマーク領域選択部は、２つ以
上のランドマーク候補領域が設定された場合に、それぞれのランドマーク候補領域の優先
度が高い順に、１つ以上のランドマーク領域を選択する構成としてもよい。
【００４４】
　第１０態様によれば、ランドマーク候補領域に設定された優先度の高い順にランドマー
ク領域を設定し得る。
【００４５】
　第１０態様において、優先度の設定情報を入力する入力装置を備える態様も可能である
。
【００４６】
　第１１態様は、第１態様から第１０態様のいずれか一態様の画像処理装置において、ラ
ンドマーク領域選択部は、複数のランドマーク領域を選択し、位置合わせ部は、ランドマ
ーク領域選択部を用いて選択された複数のランドマーク領域を用いて結果画像を生成する
際に、ランドマーク領域の誤差が最小となる第１医用画像と第２医用画像と位置合わせを
行う構成としてもよい。
【００４７】
　第１１態様によれば、複数のランドマークを用いた、第１医用画像と第２医用画像との
高精度の位置合わせが可能である。
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【００４８】
　第１２態様は、第１態様から第１１態様のいずれか一態様の画像処理装置において、画
像取得部は、同一の種類のモダリティを用いて生成された第１医用画像、及び第２医用画
像を取得する構成としてもよい。
【００４９】
　第１２態様によれば、同一の種類のモダリティを用いて生成された第１医用画像と第２
医用画像との位置合わせをした結果画像を生成し得る。
【００５０】
　第１３態様は、第１態様から第１２態様のいずれか一態様の画像処理装置において、第
１医用画像、及び第２医用画像は、同一の患者における同一の被検体について、異なる時
期に生成された医用画像が適用される構成としてもよい。
【００５１】
　第１３態様によれば、同一の患者における同一の被検体について、経時変化等の解析が
可能である。
【００５２】
　第１４態様は、第１態様から第１３態様のいずれか一態様の画像処理装置において、結
果画像を表す結果画像信号を表示装置へ送信する画像信号送信部を備えた構成としてもよ
い。
【００５３】
　第１４態様によれば、表示装置を用いて結果画像を表示し得る。
【００５４】
　第１５態様は、第１４態様の画像処理装置において、表示装置へ結果画像の全体を表示
させるか、又は表示装置へ結果画像の注目領域のみ表示させるかを選択する表示選択部を
備えた構成としてもよい。
【００５５】
　第１５態様によれば、結果画像の全体を表示させるか、又は結果画像の注目領域のみを
表示させるかの選択が可能である。
【００５６】
　第１６態様に係る画像処理方法は、比較する注目領域をそれぞれに含む第１医用画像、
及び第２医用画像を含む複数の医用画像を取得する画像取得工程と、第１医用画像、及び
第２医用画像のそれぞれから、注目領域を含む複数の領域を抽出する抽出工程と、第１医
用画像の複数の領域、及び第２医用画像の複数の領域のうち、第１医用画像と第２医用画
像とに共通する領域であり、注目領域と異なる特定の領域を、第１医用画像と第２医用画
像との位置合わせの基準となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択工
程と、ランドマーク領域を位置合わせの基準として、第１医用画像と第２医用画像との剛
体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、第１医用画像と第２医用画
像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ工程と、を含む画像処理方法である。
【００５７】
　第１６態様によれば、第１態様と同様の効果を得ることができる。
【００５８】
　第１６態様において、第２態様から第１５態様で特定した事項と同様の事項を適宜組み
合わせることができる。その場合、画像処理装置において特定される処理や機能を担う構
成要素は、これに対応する処理や機能を担う画像処理方法の構成要素として把握すること
ができる。
【００５９】
　第１７態様に係るプログラムは、コンピュータに、比較する注目領域をそれぞれに含む
第１医用画像、及び第２医用画像を含む複数の医用画像を取得する画像取得機能、第１医
用画像、及び第２医用画像のそれぞれから、注目領域を含む複数の領域を抽出する抽出機
能、第１医用画像の複数の領域、及び第２医用画像の複数の領域のうち、第１医用画像と
第２医用画像とに共通する領域であり、注目領域と異なる特定の領域を、第１医用画像と
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第２医用画像との位置合わせの基準となるランドマーク領域として選択するランドマーク
領域選択機能、及びランドマーク領域を位置合わせの基準として、第１医用画像と第２医
用画像との剛体レジストレーション、又は線形レジストレーションを行い、第１医用画像
と第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位置合わせ機能を実現させるプログ
ラムである。
【００６０】
　第１７態様によれば、第１態様と同様の効果を得ることができる。
【００６１】
　第１７態様において、第２態様から第１５態様で特定した事項と同様の事項を適宜組み
合わせることができる。その場合、画像処理装置において特定される処理や機能を担う構
成要素は、これに対応する処理や機能を担うプログラムの構成要素として把握することが
できる。
【発明の効果】
【００６２】
　本発明によれば、注目領域と異なる特定の領域がランドマーク領域として選択される。
ランドマーク領域を基準として第１医用画像と第２医用画像との剛体レジストレーション
、又は線形レジストレーションが行われる。これにより、第１医用画像と第２医用画像と
高精度の位置合わせが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】図１は実施形態に係る医療情報システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】図２は画像処理装置のハードウェアの構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は画像処理装置の機能を示す機能ブロック図である。
【図４】図４は第１実施形態に係る画像処理部の機能を示す機能ブロック図である。
【図５】図５は第１実施形態に係る画像処理方法の手順の流れを示すフローチャートであ
る。
【図６】図６は胸部Ｘ線画像の位置合わせの一例を示す模式図である。
【図７】図７は胸部Ｘ線画像の位置合わせの他の例を示す模式図である。
【図８】図８は表示選択画面の構成例を示す説明図である。
【図９】図９は頭部ＣＴ画像の位置合わせの他の例を示す模式図である。
【図１０】図１０は頭部ＣＴ画像の位置合わせの他の例を示す模式図であり、ランドマー
ク領域として頭蓋骨、及び眼球を選択した例の模式図である。
【図１１】図１１は頭部ＣＴ画像の位置合わせの他の例を示す模式図であり、ランドマー
ク領域として頭蓋骨、及び頬骨を選択した例の模式図である。
【図１２】図１２は処理対象画像選択画面の構成例を示す説明図である。
【図１３】図１３は第２実施形態に係る画像処理部の機能を示すブロック図である。
【図１４】図１４は優先度設定画面の構成例を示す説明図である。
【図１５】図１５は第２実施形態に係る画像処理方法の手順の流れを示すフローチャート
である。
【図１６】図１６はネットワークシステムが適用される情報処理システムの構成例を示す
ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　以下、添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。本明細書では
、同一の構成要素には同一の参照符号を付して、重複する説明を省略する。
【００６５】
　［医療情報システムの全体構成］
　図１は実施形態に係る医療情報システムの構成例を示すブロック図である。医療情報シ
ステム１０は、画像処理装置１２、モダリティ１４、及び画像データベース１６を備える
。画像処理装置１２、モダリティ１４、及び画像データベース１６は、ネットワーク１８
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を介して通信可能に接続される。医療情報システム１０の例として、ＰＡＣＳ（Picture 
Archiving and Communication System）が挙げられる。
【００６６】
　画像処理装置１２は、医療機関に備えられるコンピュータを適用可能である。画像処理
装置１２は、入力装置としてマウス２０、及びキーボード２２が接続される。また、画像
処理装置１２は、表示装置２４が接続される。
【００６７】
　モダリティ１４は、被写体の検査対象部位を撮像し、医用画像を生成する撮像装置であ
る。モダリティの例として、Ｘ線撮像装置、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置、ＰＥＴ装置、超音波
装置、及び平面Ｘ線検出器を用いたＣＲ装置が挙げられる。
【００６８】
　ＣＴはコンピュータ断層撮影を表すComputed Tomographyの省略語である。ＰＥＴ装置
は陽電子放射断層撮影を表すPositron Emission Tomographyの省略語である。平面Ｘ線検
出器はＦＰＤ(flat panel detector)と呼ばれることがある。ＣＲはコンピュータＸ線撮
影装置を表すComputed Radiographyの省略語である。
【００６９】
　医用画像のフォーマットは、ＤＩＣＯＭ規格を適用可能である。医用画像は、ＤＩＣＯ
Ｍ規格において規定された付帯情報が付加されてもよい。なお、ＤＩＣＯＭはDigital Im
aging and Communications in Medicineの省略語である。
【００７０】
　画像データベース１６は、大容量ストレージ装置を備えるコンピュータを適用可能であ
る。コンピュータはデータベース管理システムの機能を提供するソフトウェアが組み込ま
れる。データベース管理システムは、ＤＢＭＳ（Data Base Management System）と呼ば
れることがある。
【００７１】
　ネットワーク１８は、ＬＡＮ（Local Area Network）を適用可能である。ネットワーク
１８はＷＡＮ（Wide Area Network）を適用してもよい。ネットワーク１８の通信プロト
コルは、ＤＩＣＯＭ規格を適用可能である。なお、ネットワーク１８は公衆回線網に接続
可能に構成されてもよいし、専用回線網に接続可能に構成されてもよい。ネットワーク１
８は、有線でもよいし、無線でもよい。
【００７２】
　［画像処理装置の構成］
　〔ハードウェア構成〕
　図２は画像処理装置のハードウェアの構成例を示すブロック図である。画像処理装置１
２は、制御部３０、メモリ３２、ハードディスク装置３４、通信インターフェース３６、
入力コントローラ３８、及びディスプレイコントローラ３９を備える。
【００７３】
　〈制御部〉
　制御部３０は、画像処理装置１２の全体制御部、各種演算部、及び記憶制御部として機
能する。制御部３０は、メモリ３２に具備されるＲＯＭ（read only memory）に記憶され
ているプログラムを実行する。制御部３０は、通信インターフェース３６を介して、外部
の記憶装置からプログラムをダウンロードし、ダウンロードしたプログラムを実行しても
よい。外部の記憶装置は、ネットワーク１８を介して画像処理装置１２と通信可能に接続
されていてもよい。
【００７４】
　制御部３０は、メモリ３２に具備されるＲＡＭ（random access memory）を演算領域と
し、各種プログラムと協働して、各種処理を実行する。これにより、画像処理装置１２の
各種機能が実現される。
【００７５】
　制御部３０は、ハードディスク装置３４からのデータの読み出し、及びハードディスク



(13) JP 6967983 B2 2021.11.17

10

20

30

40

50

装置３４へのデータの書き込みを制御する。制御部３０は、１つ又は２つ以上のプロセッ
サ（processor）が含まれてもよい。
【００７６】
　プロセッサの一例として、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）、及びＰＬＤ
（Programmable Logic Device）等が挙げられる。ＦＰＧＡ、及びＰＬＤは、製造後に回
路構成の変更を可能とする。
【００７７】
　プロセッサの他の例として、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）
が挙げられる。ＡＳＩＣは、特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を
備える。
【００７８】
　制御部３０は、同じ種類の２以上のプロセッサを適用可能である。例えば、制御部３０
は２つ以上のＦＰＧＡを用いてもよいし、２つのＰＬＤを用いてもよい。制御部３０は、
異なる種類の２つ以上プロセッサを適用してもよい。例えば、制御部３０は１つ以上のＦ
ＰＧＡと１つ以上のＡＳＩＣとを適用してもよい。
【００７９】
　複数の制御部を備える場合、複数の制御部は１つのプロセッサを用いて構成してもよい
。複数の制御部を１つのプロセッサで構成する一例として、１つ以上のＣＰＵ（Central 
Processing Unit）とソフトウェアとの組合せを用いて１つのプロセッサを構成し、この
プロセッサが複数の制御部として機能する形態がある。ＣＰＵに代わり、又はＣＰＵと併
用して、画像処理に特化したプロセッサであるＧＰＵ（Graphics Processing Unit）を適
用してもよい。なお、ここでいうソフトウェアはプログラムと同義である。複数の制御部
が１つのプロセッサを用いて構成される代表例として、クライアント装置、及びサーバ装
置等のコンピュータが挙げられる。
【００８０】
　複数の制御部を１つのプロセッサで構成する他の例として、複数の制御部を含むシステ
ム全体の機能を１つのＩＣチップで実現するプロセッサを使用する形態が挙げられる。複
数の制御部を含むシステム全体の機能を１つのＩＣチップで実現するプロセッサの代表例
として、ＳｏＣ（System On Chip）が挙げられる。なお、ＩＣは、Integrated Circuitの
省略語である。
【００８１】
　このように、制御部３０は、ハードウェア的な構造として、各種のプロセッサを１つ以
上用いて構成される。
【００８２】
　〈メモリ〉
　メモリ３２は、図示しないＲＯＭ、及び図示しないＲＡＭを備える。ＲＯＭは、画像処
理装置１２において実行される各種プログラムを記憶する。ＲＯＭは、各種プログラムの
実行に用いられるパラメータ、及びファイル等を記憶する。ＲＡＭは、データの一時記憶
領域、及び制御部３０のワーク領域等として機能する。
【００８３】
　〈ハードディスク装置〉
　ハードディスク装置３４は、各種データを非一時的に記憶する。具体的には、ハードデ
ィスク装置３４は医用画像等を記憶する。ハードディスク装置３４は、画像処理装置１２
の外部に外付けされてもよい。ハードディスク装置３４に代わり、又はこれと併用して、
大容量の半導体メモリ装置を適用してもよい。
【００８４】
　〈通信インターフェース〉
　通信インターフェース３６は、図１に示したモダリティ１４、及び画像データベース１
６などの外部の装置との間のデータ通信を行う。図２に示したＩＦは、interfaceの省略
後である。
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【００８５】
　〈入力コントローラ〉
　入力コントローラ３８は、マウス２０、及びキーボード２２等の入力装置２６から送信
される信号を受信し、画像処理装置１２に適用される形式の信号に変換するインターフェ
ースである。
【００８６】
　〈ディスプレイコントローラ〉
　ディスプレイコントローラ３９は、画像処理装置１２において生成された画像を表す信
号を、表示装置２４を用いて表示させる映像信号に変換するインターフェースである。デ
ィスプレイコントローラ３９は、画像を表す映像信号を表示装置２４へ送信する。
【００８７】
　なお、図２に示した画像処理装置１２のハードウェア構成は一例であり、適宜、追加、
削除、及び変更が可能である。
【００８８】
　〔画像処理装置の機能〕
　図３は画像処理装置の機能を示す機能ブロック図である。図３に示した画像処理装置１
２は、全体制御部４０、画像取得部４１、画像処理部４２、表示制御部４４、画面生成部
４５、入力制御部４６、及び記憶部４７を備える。
【００８９】
　全体制御部４０、画像取得部４１、画像処理部４２、表示制御部４４、画面生成部４５
、入力制御部４６、及び記憶部４７は、通信信号線６０を介して相互に通信可能に接続さ
れる。以下、各部について詳細に説明する。
【００９０】
　〈全体制御部〉
　全体制御部４０は、画像処理装置１２の制御プログラムの実行に基づき、画像取得部４
１、画像処理部４２、表示制御部４４、画面生成部４５、入力制御部４６、及び記憶部４
７を統括的に制御する。
【００９１】
〈画像取得部〉
　画像取得部４１は、図１に示した画像データベース１６に記憶される医用画像を取得す
る。画像データベース１６は、モダリティ１４を用いて撮像され医用画像が記憶される。
本実施形態では、Ｘ線撮像装置を用いて撮像された胸部Ｘ線画像、及びＣＴ装置を用いて
撮像された頭部ＣＴ画像を医用画像として例示する。
【００９２】
　画像取得部４１は、同一の注目領域が含まれる第１医用画像５０、及び第２医用画像５
１を取得する。第１医用画像５０の例として、任意の被検者の医用画像であり、過去に撮
像された医用画像が挙げられる。第２医用画像５１の例として、第１医用画像５０と同一
の被検者における現在の医用画像が挙げられる。
【００９３】
　なお、第１医用画像５０は、複数でもよい。すなわち、画像取得部４１は、同一の注目
領域が含まれる３つ以上の医用画像を取得してもよい。３つ以上の医用画像の一例として
、２つ以上の過去画像、及び現在画像を含む例が挙げられる。また、第１医用画像５０、
及び第２医用画像５１を撮像時期が異なる過去の医用画像としてもよい。
【００９４】
　〈画像処理部〉
　画像処理部４２は、深層学習アルゴリズム４３に基づく深層学習を用いて、画像取得部
４１を用いて取得した医用画像の解析処理を実行する。医用画像の解析処理の詳細は後述
する。
【００９５】
　深層学習アルゴリズム４３は、公知のコンボリューションニューラルネットワークの手
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法と、全結合層と、出力層とを含むアルゴリズムである。深層学習はディープラーニング
と呼ばれることがある。
【００９６】
　コンボリューションニューラルネットワークは、畳み込み層、及びプーリング層の繰り
返し処理である。コンボリューションニューラルネットワークは、畳み込みニューラルネ
ットワークと呼ばれる場合がある。なお、深層学習を用いた画像解析処理は公知技術であ
るので、具体的な説明は省略する。コンボリューションニューラルネットワークはＣＮＮ
と表されることがある。ＣＮＮは、Convolutional Neural Networkの省略語である。
【００９７】
　〈表示制御部〉
　表示制御部４４は、表示装置２４を用いて医用画像を再生する際に、画像表示を制御す
るディスプレイドライバーとして機能する。表示制御部４４は、表示装置２４を用いて、
医用画像に各種情報を重畳表示させてもよい。医用画像の表示の詳細は後述する。
【００９８】
　表示制御部４４は、表示装置２４を用いて、各種選択画面、及び各種設定画像等の各種
画面を表示させる。各種画面の表示の詳細は後述する。
【００９９】
　〈画面生成部〉
　画面生成部４５は、表示装置２４に表示させる各種操作画面を生成する。画面生成部４
５は表示制御部４４を介して各種操作画面を表示装置２４に表示させる。操作画面とは、
複数の選択肢の中から１つ以上の選択を行う選択画面、及び１つ以上の処理パラメータを
設定する設定画面等が挙げられる。
【０１００】
　選択画面の例として、結果画像の表示形態を選択する表示選択画面が挙げられる。表示
選択画面は、図８に符号１４０を付して図示する。設定画面の例として、ランドマーク領
域の優先度を設定する優先度設定画面が挙げられる。優先度設定画面は、図１４に符号２
６０を付して図示する。
【０１０１】
　〈入力制御部〉
　入力制御部４６は、入力装置２６から入力された信号を、画像処理装置１２に適用され
る形式の信号に変換し、変換後の信号を全体制御部４０へ送信する。全体制御部４０は、
入力装置２６から入力された情報に基づいて、画像処理装置１２の各部を制御する。
【０１０２】
　〈記憶部〉
　記憶部４７は、画像記憶部４８、及びプログラム記憶部４９を備える。画像記憶部４８
は、画像取得部４１を用いて取得した医用画像を記憶する。画像記憶部４８に記憶された
画像は、全体制御部４０の制御の下、画像処理部４２へ読み出される。画像記憶部４８は
、画像処理部４２を用いた処理結果である結果画像を記憶する。
【０１０３】
　プログラム記憶部４９は、画像処理装置１２を動作させる各種プログラムを記憶する。
プログラム記憶部４９に記憶された各種プログラムは、全体制御部４０の制御の下、各部
へ読み出される。
【０１０４】
　〔第１実施形態に係る画像処理部の構成例〕
　図４は第１実施形態に係る画像処理部の機能を示す機能ブロック図である。画像処理部
４２は、抽出部５２、注目領域選択部５４、ランドマーク候補領域設定部５５、ランドマ
ーク領域選択部５６、位置合わせ部５８、及び表示選択部５９を備える。以下に、画像処
理部４２を構成する各部を詳細に説明する。
【０１０５】
　〈抽出部〉
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　抽出部５２は、図３に示した画像取得部４１を用いて取得した第１医用画像５０、及び
第２医用画像５１のそれぞれから臓器領域、及び組織領域を抽出する。組織とは、骨、関
節、腱、筋、腫瘍、及び瘤等の、臓器に属さない人体の構造を含む概念を表す。抽出はセ
グメンテーションと同義である。
【０１０６】
　抽出部５２は、臓器領域の特徴量、及び組織領域の特徴量を学習した機械学習器５３が
適用される。すなわち、抽出部５２は、機械学習器５３の学習結果に基づく抽出規則を用
いて、医用画像から臓器領域、及び組織領域を抽出する。ここでいう医用画像は、第１医
用画像５０、及び第２医用画像５１の総称である。
【０１０７】
　本実施形態には、医用画像と臓器領域との対応関係、及び医用画像と組織領域との対応
関係の少なくともいずれかが含まれる正解データ５３Ａを用いて機械学習を行う機械学習
器５３を例示する。機械学習器５３は、領域のごとに機械学習を実行してもよい。例えば
、胸部Ｘ画像において、心臓ごと、及び鎖骨ごとなど、臓器ごと、及び組織ごとの学習を
実行してもよい。機械学習器５３は、医用画像とランドマーク領域の選択結果との対応関
係を正解データとして学習してもよい。なお、ランドマーク領域の選択については後述す
る。
【０１０８】
　〈注目領域選択部〉
　注目領域選択部５４は、第１医用画像５０、及び第２医用画像５１から、抽出部５２を
用いて抽出された臓器領域、及び組織領域の中から１以上の注目領域を選択する。注目領
域は位置合わせの対象領域である。
【０１０９】
　例えば、注目領域として、胸部Ｘ線画像における心臓領域を設定した場合、第１医用画
像５０と第２医用画像５１との位置を合わせて重ね合わせることで、第１医用画像５０の
心臓領域と第２医用画像の心臓領域との比較等の解析が可能となる。注目領域選択部５４
を用いた注目領域の選択情報は、図３に示した記憶部４７に記憶される。注目領域選択部
５４は、入力装置２６を用いて入力された注目領域選択情報を表す信号に基づいて、注目
領域を設定することが可能である。
【０１１０】
　〈ランドマーク候補領域設定部〉
　ランドマーク候補領域設定部５５は、予めランドマーク候補領域を規定する。ランドマ
ーク候補領域は、図示しないランドマーク候補領域記憶部を用いて記憶される。ランドマ
ーク候補領域記憶部は、図３に示した記憶部４７に具備されてもよい。
【０１１１】
　ランドマーク候補領域設定部５５は、第１医用画像５０、及び第２医用画像５１を構成
する全ての領域のうち、ランドマーク領域となり得る全ての領域をランドマーク候補領域
として設定し得る。
【０１１２】
　ランドマーク候補領域設定部５５は、被検体ごと、及び医用画像を生成するモダリティ
ごとに、ランドマーク候補領域を規定してもよい。すなわち、ランドマーク候補領域設定
部５５は、医用画像の種類ごとに、ランドマーク候補領域を規定してもよい。
【０１１３】
　ランドマーク候補領域とは、複数の医用画像の位置合わせを行う際の基準とされるラン
ドマーク領域として使用可能な臓器、及び組織である。ランドマーク候補領域設定部５５
は、入力装置２６を用いて入力されたランドマーク候補領域設定情報を表す信号に基づい
て、ランドマーク候補領域を設定することが可能である。
【０１１４】
　ランドマーク候補領域は、解剖学的特徴の変化が許容範囲内であるものが適用される。
変化の許容範囲は、医用画像の種類、及びランドマーク候補領域の種類等の条件等に応じ
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て適宜規定し得る。ランドマーク候補領域は、解剖学的特徴が変化しないものが好ましい
。ここでいう変化しないものとは、実際には変化するものであるが、変化が無視できる程
度の実質的に変化しないものが含まれてもよい。解剖学的特徴の変化の例として、経時変
化が挙げられる。
【０１１５】
　また、ランドマーク候補領域は、位置の移動が許容範囲内であるものが適用される。位
置の移動の許容範囲内は、医用画像の種類、及びランドマーク候補領域の種類等の条件等
に応じて適宜規定し得る。
【０１１６】
　〈ランドマーク領域選択部〉
　ランドマーク領域選択部５６は、ランドマーク候補領域設定部５５を用いて設定された
ランドマーク候補領域の中から、第１医用画像５０、及び第２医用画像５１の両者から抽
出された領域であり、注目領域以外の領域をランドマーク領域として選択する。ランドマ
ーク領域選択部５６は、複数のランドマーク領域を選択してもよい。ランドマーク領域選
択部５６は、入力装置２６を用いて入力されたランドマーク領域選択情報を表す信号に基
づいて、ランドマーク領域を選択することが可能である。
【０１１７】
　ランドマーク領域選択部５６を用いたランドマーク領域の選択情報は、図示しないラン
ドマーク領域選択情報記憶部を用いて記憶される。ランドマーク領域選択情報記憶部は、
図３に示した記憶部４７に具備されてもよい。
【０１１８】
　〈位置合わせ部〉
　位置合わせ部５８は、注目領域の選択情報、及びランドマーク領域の選択情報を用いて
、第１医用画像５０と第２医用画像５１との位置合わせを行う。位置合わせ部５８は、第
１医用画像５０のランドマーク領域と、第２医用画像５１のランドマーク領域との位置を
合わせる。第１医用画像５０と第２医用画像５１との位置合わせは、平行移動、及び回転
の少なくともいずれか一方を行う剛体位置合わせが適用される。平行移動、及び回転は、
第１医用画像５０、及び第２医用画像５１の少なくともいずれか一方について行われる。
【０１１９】
　剛体位置合わせは、公知の手法を適用可能である。なお、剛体位置合わせは剛体レジス
トレーションと同義である。第１医用画像５０と第２医用画像５１とが変形を伴わない拡
大、又は縮小の関係を有する場合、第１医用画像５０と第２医用画像５１との位置合わせ
は、アフィン変換等の公知の線形レジストレーションを適用可能である。
【０１２０】
　位置合わせ部５８は、第１医用画像と第２画像との誤差を算出する誤差算出部５８Ａを
備える。複数のランドマーク領域が用いられる場合、それぞれのランドマーク領域の位置
が一致しないことがあり得る。
【０１２１】
　複数のランドマーク領域が用いられる場合、位置合わせ部５８は、第１医用画像５０と
第２画像との誤差が最小となる、第１医用画像５０と第２医用画像５１との位置合わせを
行う。第１医用画像５０と第２画像との誤差は、各ランドマーク領域の誤差の統計値を適
用し得る。統計値は、合計値、及び算術平均値等を適用可能である。
【０１２２】
　位置合わせ部５８は、第１医用画像５０と第２医用画像５１とを重ね合わせた結果画像
を生成する。結果画像は、記憶部４７を用いて記憶される。位置合わせ部５８は、結果画
像を表す結果画像信号を表示制御部４４へ送信する。位置合わせ部５８は、構成要素とし
て、結果画像信号を表示制御部４４へ送信する画像信号送信部を備えてもよい。結果画像
を表す結果画像信号を受信した表示制御部４４は、表示装置２４を用いて結果画像を表示
する。
【０１２３】
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　〈表示選択部〉
　表示選択部５９は、結果画像の全体を表示させるか、又は結果画像の注目領域のみを表
示させるかを表す選択信号を位置合わせ部５８へ送信する。位置合わせ部５８は、表示選
択部５９から送信された選択信号に基づいて、結果画像の全体を表す結果画像信号、又は
結果画像の注目領域のみを表す結果画像信号のいずれかを表示制御部４４へ送信する。
【０１２４】
　表示制御部４４は、位置合わせ部５８から送信された結果画像信号に基づいて、結果画
像の全体、又は結果画像の注目領域のみを、表示装置２４を用いて表示する。
【０１２５】
　表示選択部５９は、入力装置２６を用いて入力された表示選択情報を表す信号に基づい
て、結果画像の表示形態を選択することが可能である。
【０１２６】
　〔画像処理方法の手順〕
　図５は第１実施形態に係る画像処理方法の手順の流れを示すフローチャートである。医
用画像取得工程Ｓ１０では、図３に示した画像取得部４１は、第１医用画像５０、及び第
２医用画像５１を取得する。医用画像取得工程Ｓ１０の後に、抽出工程Ｓ１２へ進む。
【０１２７】
　抽出工程Ｓ１２では、図４に示した抽出部５２は、第１医用画像５０、及び第２医用画
像５１の両方に含まれる領域を抽出する。抽出工程Ｓ１２の後に、注目領域選択工程Ｓ１
４へ進む。
【０１２８】
　注目領域選択工程Ｓ１４では、注目領域選択部５４は、抽出工程Ｓ１２において抽出さ
れた領域から注目領域を選択する。注目領域選択工程Ｓ１４の後に、ランドマーク領域設
定工程Ｓ１６へ進む。
【０１２９】
　ランドマーク領域選択工程Ｓ１６では、ランドマーク領域選択部５６は、予め設定され
ているランドマーク候補領域のうち、抽出工程Ｓ１２において抽出された領域の中から１
つ以上のランドマーク領域を選択する。ランドマーク領域選択工程Ｓ１６の後に、位置合
わせ工程Ｓ１８へ進む。
【０１３０】
　医用画像取得工程Ｓ１０の後に、取得した医用画像からランドマーク候補領域を設定す
るランドマーク候補領域設定工程を実行してもよい。また、ランドマーク領域選択工程Ｓ
１６の前に予め設定されているランドマーク候補領域を取得するランドマーク候補領域取
得工程を実行してもよい。
【０１３１】
　位置合わせ工程Ｓ１８では、位置合わせ部５８は、ランドマーク領域選択工程Ｓ１６に
おいて選択されたランドマーク領域を基準として、第１医用画像５０の注目領域と、第２
医用画像５１の注目領域との位置合わせを行い、結果画像を生成する。位置合わせ工程Ｓ
１８の後に、画像信号送信工程Ｓ２０へ進む。位置合わせ工程Ｓ１８の後に、位置合わせ
工程Ｓ１８において生成された結果画像を記憶する結果画像記憶工程を実行してもよい。
【０１３２】
　画像信号送信工程Ｓ２０では、位置合わせ部５８は、結果画像を表す結果画像信号を表
示制御部４４へ送信する。表示制御部４４は結果画像信号に基づき、表示装置２４を用い
て結果画像を表示する。画像信号送信工程Ｓ２０の後に、機械学習器更新判定工程Ｓ２２
へ進む。画像信号送信工程Ｓ２０の後に、結果画像の全体を表示させるか、又は結果画像
の注目領域のみを表示させるかを選択する表示形態選択工程が実行されてもよい。
【０１３３】
　機械学習器更新判定工程Ｓ２２では、機械学習器５３は、抽出部５２の抽出結果を用い
た機械学習を行うか否かを判定する。機械学習器更新判定工程Ｓ２２において機械学習を
行う場合はＹＥＳ判定となる。Ｙｅｓ判定の場合は機械学習器更新工程Ｓ２４へ進む。一
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方、機械学習器更新判定工程Ｓ２２において機械学習を行わない場合はＮｏ判定となる。
Ｎｏ判定の場合は終了判定工程Ｓ２６へ進む。
【０１３４】
　機械学習器更新工程Ｓ２４では、機械学習器５３は、抽出部５２の抽出処理対象の医用
画像と抽出結果との組を正解データとして、機械学習を行う。機械学習の結果は抽出部５
２の抽出規則に適用される。機械学習器更新工程Ｓ２４の後に、終了判定工程Ｓ２６へ進
む。
【０１３５】
　終了判定工程Ｓ２６では、画像処理部４２は、画像処理方法を終了するか否かを判断す
る。終了判定工程Ｓ２６において画像処理方法を継続する場合はＮｏ判定となる。Ｎｏ判
定の場合は、医用画像取得工程Ｓ１０へ進む。一方、終了判定工程Ｓ２６において画像処
理方法を終了する場合はＹｅｓ判定となる。Ｙｅｓ判定の場合は、画像処理部４２は画像
処理方法を終了する。
【０１３６】
　図５には、機械学習器更新判定工程Ｓ２２、及び機械学習器更新工程Ｓ２４が含まれる
画像処理方法を例示したが、医用画像取得工程Ｓ１０から画像信号送信工程Ｓ２０までの
工程とは別に、機械学習器更新判定工程Ｓ２２、及び機械学習器更新工程Ｓ２４を実行し
てもよい。すなわち、本実施形態に係る画像処理方法は、機械学習器更新判定工程Ｓ２２
、及び機械学習器更新工程Ｓ２４を省略可能である。
【０１３７】
　［医用画像の位置合わせの具体例］
　次に、上述した画像処理装置、及び画像処理方法を用いた医用画像の位置合わせの具体
例について説明する。以下の説明では、同一人物の過去の医用画像と現在の医用画像との
位置合わせを例示する。また、同一の種類のモダリティを用いて撮像された過去の医用画
像と現在の医用画像とを例示する。
【０１３８】
　〈胸部Ｘ線画像の位置合わせの例〉
　図６は胸部Ｘ線画像の位置合わせを模式的に示す模式図である。図６には過去の胸部Ｘ
線画像１００と、現在の胸部Ｘ線画像１０２とに対して剛体位置合わせを施して生成され
た結果画像１０４を示す。
【０１３９】
　図６に示した過去の胸部Ｘ線画像１００は、図３に図示した第１医用画像５０の一例で
ある。図６に示した現在の胸部Ｘ線画像１０２は、図３に図示した第２医用画像５１の一
例である。
【０１４０】
　過去の胸部Ｘ線画像１００、及び現在の胸部Ｘ線画像１０２は、ランドマーク候補領域
として鎖骨、胸郭、寛骨、脊椎、及び肺野が予め設定されている。ここに列挙した胸部Ｘ
線画像におけるランドマーク候補領域は一例であり、ランドマーク領域の条件を満たす他
の領域を追加してもよいし、上記したランドマーク領域の一部を削除してもよい。
【０１４１】
　図６に示した過去の胸部Ｘ線画像１００、及び現在の胸部Ｘ線画像１０２は、寛骨を除
く鎖骨、胸郭、脊椎、及び肺野が抽出されている。なお、図６では、図示の都合上、脊椎
、及び肺野の図示を省略する。図７も同様である。
【０１４２】
　過去の胸部Ｘ線画像１００に付した符号１１０、及び現在の胸部Ｘ線画像１０２に付し
た符号１２０は鎖骨を表す。過去の胸部Ｘ線画像１００に付した符号１１２、及び現在の
胸部Ｘ線画像１０２に付した符号１２２は胸郭を表す。
【０１４３】
　図６に示した過去の胸部Ｘ線画像１００の鎖骨１１０、及び胸郭１１２と、現在の胸部
Ｘ線画像１０２の鎖骨１２０、及び胸郭１２２は、ランドマーク領域として選択される。
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過去の胸部Ｘ線画像１００と現在の胸部Ｘ線画像１０２とは、選択されたランドマーク領
域を基準として位置合わせが行われる。
【０１４４】
　図６に示した過去の胸部Ｘ線画像１００は注目領域として心臓１１４が選択される。ま
た、現在の胸部Ｘ線画像１０２は注目領域として心臓１２４が選択される。結果画像１０
４は、過去の胸部Ｘ線画像１００と現在の胸部Ｘ線画像１０２とを重ね合わせて生成され
る。結果画像１０４は、過去の胸部Ｘ線画像１００における心臓１１４と、現在の胸部Ｘ
線画像１０２における心臓１２４との比較等の解析が可能である。
【０１４５】
　図６には、複数のランドマーク領域を用いて位置合わせを行う場合を例示した。かかる
場合は、過去の胸部Ｘ線画像１００の鎖骨１１０と、現在の胸部Ｘ線画像１０２の鎖骨１
２０との位置が一致しないことがあり得る。過去の胸部Ｘ線画像１００の胸郭１１２と、
現在の胸部Ｘ線画像１０２の胸郭１２２との位置も同様である。
【０１４６】
　そこで、本実施形態に示した画像処理では、過去の胸部Ｘ線画像１００と現在の胸部Ｘ
線画像１０２との誤差が最小となる位置合わせが行われる。誤差が最小となる位置合わせ
は既述のとおりであり、ここでの説明は省略する。
【０１４７】
　〈胸部Ｘ線画像の位置合わせの他の例〉
　図７は胸部Ｘ線画像の位置合わせの他の例を示す模式図である。図７に示した結果画像
１０４Ａは注目領域の位置合わせ結果が表示される一方、ランドマーク領域等の注目領域
以外の領域が非表示とされる。
【０１４８】
　図７では、結果画像１０４Ａにおいて表示させる心臓１１４は実線を用いて図示し、心
臓１２４は点線を用いて図示する。また、二点鎖線を用いて非表示の領域を図示する。結
果画像１０４Ａにおける非表示の領域は、過去の胸部Ｘ線画像１００における鎖骨１１０
、及び胸郭１１２、並びに現在の胸部Ｘ線画像１０２における鎖骨１２０、及び胸郭１２
２である。
【０１４９】
　図８は表示選択画面の構成例を示す説明図である。図８に示した表示選択画面１４０は
、図３に示した表示装置２４に表示される。図３に示した入力装置２６を操作者が操作し
て、図８に示した表示選択画面１４０に表示された第１選択ボタン１４２、又は第２選択
ボタン１４４を選択し、オーケーボタン１４６を押す。
【０１５０】
　図４に示した位置合わせ部５８は、表示形態の選択情報を受信する。位置合わせ部５８
は、表示形態の選択情報に応じて、結果画像１０４の全体を表示させる結果画像信号を表
示制御部４４へ送信するか、又は注目領域のみを表示させる結果画像信号を表示制御部４
４へ送信する。
【０１５１】
　本実施形態に示した表示装置２４、及び入力装置２６は、結果画像１０４の表示形態の
選択を行うＧＵＩ（Graphical User Interface）として機能する。また、表示装置２４、
及び入力装置２６は、表示選択部５９の構成要素の一例に相当する。
【０１５２】
　〈頭部ＣＴ画像の位置合わせの例〉
　次に、医用画像の位置合わせの具体例として、頭部ＣＴ画像の位置合わせの例を説明す
る。図９は頭部ＣＴ画像の位置合わせの他の例を示す模式図である。図９には、過去の第
１頭部ＣＴ画像２００、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２、及び現在の頭部ＣＴ画像２０４
から成る３つの医用画像の位置合わせを行い、結果画像２０６を生成する例を示す。結果
画像２０６を用いて、注目領域として選択された脳の経時変化の比較等の解析が可能であ
る。符号２１０、符号２２０、及び符号２３０は、いずれも脳を示す。
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【０１５３】
　図９に示した過去の第１頭部ＣＴ画像２００、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２、及び現
在の頭部ＣＴ画像２０４は同一のスライス位置が適用される。ここでいう同一は、完全な
同一に限定されず、同一とみなし得る実質的な同一であってもよい。図１０、及び図１１
に示した頭部ＣＴ画像も同様である。
【０１５４】
　頭部ＣＴ画像の位置合わせでは、ランドマーク候補領域として、頭蓋骨、眼球、頬骨、
頚椎、及び脳槽領域が予め設定されている。なお、ここに列挙した頭部ＣＴ画像における
ランドマーク候補領域は例示であって、顎骨等のランドマーク領域の条件を満たす他の領
域を追加してもよい。また、上記したランドマーク候補領域の一部を削除してもよい。
【０１５５】
　図９に示した過去の第１頭部ＣＴ画像２００、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２、及び現
在の頭部ＣＴ画像２０４は、上記したランドマーク候補領域のうち頭蓋骨が抽出され、頭
蓋骨がランドマーク領域として選択される。符号２１２、符号２２２、及び符号２３２は
いずれも頭蓋骨を示す。
【０１５６】
　図９に示した頭部ＣＴ画像の位置合わせの例は、上記した複数のランドマーク候補領域
の中から１つのランドマーク候補領域が抽出され、抽出されたランドマーク候補領域をラ
ンドマーク領域として選択する例である。なお、図９に示した頭部ＣＴ画像とは、図９に
示した過去の第１頭部ＣＴ画像２００、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２、及び現在の頭部
ＣＴ画像２０４の総称である。図１０に示した頭部ＣＴ画像、及び図１１に示した頭部Ｃ
Ｔ画像も同様である。
【０１５７】
　図１０は頭部ＣＴ画像の位置合わせの他の例を示す模式図であり、上記した複数のラン
ドマーク候補領域の中から２つのランドマーク候補領域が抽出され、抽出されたランドマ
ーク候補領域をランドマーク領域として選択する例である。
【０１５８】
　すなわち、過去の第１頭部ＣＴ画像２００Ａ、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２Ａ、及び
現在の頭部ＣＴ画像２０４Ａから頭蓋骨、及び眼球が抽出され、頭蓋骨、及び眼球をラン
ドマーク領域として選択される。図１０に示した符号２１４、符号２２４、及び符号２３
４はいずれも眼球を示す。
【０１５９】
　図１０に示した過去の第１頭部ＣＴ画像２００Ａは、図９に示した過去の第１頭部ＣＴ
画像２００と比較して、スライス位置が顎の側となっている。図１０に示した過去の第２
頭部ＣＴ画像２０２Ａ、及び現在の頭部ＣＴ画像２０４Ａも同様である。
【０１６０】
　図１０に示した過去の第１頭部ＣＴ画像２００Ａ、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２Ａ、
及び現在の頭部ＣＴ画像２０４Ａの位置合わせの結果、結果画像２０６Ａが生成される。
【０１６１】
　図１１は頭部ＣＴ画像の位置合わせの他の例を示す模式図であり、ランドマーク領域と
して頭蓋骨、及び頬骨を選択した例の模式図である。図１１には左右の頬骨をランドマー
ク領域として選択する例を示したが、左の頬骨、又は右の頬骨のいずれかをランドマーク
領域として選択してもよい。図７に示した鎖骨、及び胸郭、並びに図９に示した眼球も同
様である。
【０１６２】
　図１１に示した過去の第１頭部ＣＴ画像２００Ｂは、図１０に示した過去の第１頭部Ｃ
Ｔ画像２００Ａと比較して、スライス位置が顎の側となっている。図１１に示した過去の
第２頭部ＣＴ画像２０２Ｂ、及び現在の頭部ＣＴ画像２０４Ｂも同様である。
【０１６３】
　図１１に示した過去の第１頭部ＣＴ画像２００Ｂ、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２Ｂ、
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及び現在の頭部ＣＴ画像２０４Ｂの剛体位置合わせの結果、結果画像２０６Ｂが生成され
る。図１１に示した符号２１６、符号２２６、及び符号２３６はいずれも眼球を示す。
【０１６４】
　図１０、及び図１１に示した頭部ＣＴ画像の位置合わせの例は、複数のランドマーク候
補領域の中から複数のランドマーク領域を選択する例である。図１０、及び図１１には複
数のランドマーク領域を選択する例として２つのランドマーク領域を選択する例を示した
が、ランドマーク領域の数は３つ以上でもよい。
【０１６５】
　結果画像の表示形態は、胸部Ｘ画像の例と同様に、結果画像の全体を表示してもよいし
、注目領域のみを表示してもよい。結果画像の表示形態の選択は、図８に示した表示選択
画面１４０と同様の選択画面を用いて選択することが可能である。なお、結果画像は、図
９に示した結果画像２０６、図１０に示した結果画像２０６Ａ、及び図１１に示した結果
画像２０６Ｂの総称である。
【０１６６】
　図１２は処理対象画像選択画面の構成例を示す説明図である。図１２に示した処理対象
画像選択画面２４０は、過去の第１頭部ＣＴ画像２００、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２
、及び現在の頭部ＣＴ画像２０４のうち、過去の第２頭部ＣＴ画像２０２、及び現在の頭
部ＣＴ画像２０４が位置合わせの処理対象として選択された場合を示す。オーケーボタン
２４２を押下すると、処理対象の選択が確定する。
【０１６７】
　すなわち、図１２に示した例では、現在の頭部ＣＴ画像２０４と、過去の頭部ＣＴ画像
のうち最新の過去の第２頭部ＣＴ画像２０２とが位置合わせの処理対象として選択される
。図１２に示した処理対象画像選択画面２４０は、過去の第１頭部ＣＴ画像２００、過去
の第２頭部ＣＴ画像２０２、及び現在の頭部ＣＴ画像２０４の下側には、それぞれの撮像
日が表示されている。このように、処理対象画像選択画面２４０は、各医用画像の付帯情
報を表示してもよい。なお、図１２に図示した日付は任意の日付である。
【０１６８】
　図１２に示した処理対象画像選択画面２４０において、過去の第１頭部ＣＴ画像２００
、と現在の頭部ＣＴ画像２０４との選択、及び過去の第１頭部ＣＴ画像２００と、過去の
第２頭部ＣＴ画像２０２と、現在の頭部ＣＴ画像２０４との選択も可能である。
【０１６９】
　本実施形態では、胸部Ｘ線画像、及び頭部ＣＴ画像等の二次元の医用画像の位置合わせ
を例示したが、本実施形態に係る画像処理は３次元の医用画像にも適用可能である。
【０１７０】
　［第１実施形態に係る画像処理装置、及び方法の作用効果］
　第１実施形態に係る画像処理装置、及び方法によれば、以下の作用効果を得ることが可
能である。
【０１７１】
　〔１〕
　位置合わせ対象の医用画像について、複数のランドマーク候補領域が予め規定される。
位置合わせ対象の複数の医用画像から注目領域を含む複数の領域が抽出される。複数のラ
ンドマーク候補領域のうち、位置合わせ対象の複数の医用画像の全てにおいて抽出された
領域であり、注目領域以外の領域の中から１つ以上のランドマーク領域が選択される。選
択されたランドマーク領域を位置合わせの基準として、位置合わせ対象の複数の医用画像
の位置合わせを行う。これにより、位置合わせ対象の複数の医用画像についての高精度の
位置合わせが可能である。
【０１７２】
　〔２〕
　位置合わせ対象の複数の医用画像から抽出された領域の中から、注目領域が選択される
。これにより、複数の医用画像から抽出された領域の中から、１つ以上の任意の領域を注
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目領域とすることが可能である。
【０１７３】
　〔３〕
　複数の医用画像を重ね合わせた結果画像２０６を生成する。これにより、複数の医用画
像の比較等の解析が可能となる。
【０１７４】
　〔４〕
　機械学習の結果を用いて、医用画像から領域抽出が行われる。これにより、高精度の領
域抽出が可能である。また、領域ごとの抽出結果を用いて機械学習が行われる。これによ
り、高精度の領域抽出が可能である。
【０１７５】
　〔５〕
　ランドマーク領域の候補とされるランドマーク候補領域が予め設定される。ランドマー
ク候補領域のうち、複数の医用画像から抽出された領域の中からランドマーク領域が選択
される。これにより、複数の医用画像に応じたランドマーク候補領域の設定が可能である
。また、ランドマーク候補領域からランドマーク領域の選択が可能である。
【０１７６】
　〔６〕
　複数のランドマークを用いて、誤差が最小となる位置合わせが行われる。これにより、
複数の医用画像の高精度の位置合わせが可能である。
【０１７７】
　〔７〕
　複数の医用画像は、同一の患者における、同一の被検体について、異なる時期に生成さ
れた医用画像が適用される。これにより、同一の患者における、同一の被検体について、
経時変化観察等の解析が可能である。
【０１７８】
　〔８〕
　位置合わせ部５８は、結果画像２０６を表す結果画像信号を表示制御部４４へ送信する
。これにより、表示装置２４を用いて結果画像２０６を表示し得る。画像処理部４２は、
結果画像２０６の全体を表示させるか、又は注目領域のみを表示させるかを選択する表示
選択部５９を備える。これにより、結果画像２０６の全体表示、又は注目領域のみの表示
の選択が可能である。
【０１７９】
　［第２実施形態に係る画像処理装置、及び方法］
　次に、第２実施形態に係る画像処理装置、及び方法について説明する。
【０１８０】
　〔画像処理装置の構成例〕
　図１３は第２実施形態に係る画像処理部の機能を示すブロック図である。第２実施形態
に係る画像処理装置は、図１３に示した画像処理部４２Ａを備える、画像処理部４２Ａは
、優先度設定部２５０を備える。
【０１８１】
　優先度設定部２５０は、ランドマーク候補領域に優先度を設定する。ランドマーク領域
選択部５６は、ランドマーク候補領域に設定された優先度に基づいて、ランドマーク領域
を選択する。
【０１８２】
　図６に示した過去の胸部Ｘ線画像１００、及び現在の胸部Ｘ線画像１０２は、ランドマ
ーク候補領域として鎖骨、胸郭、寛骨、脊椎、及び肺野が設定される。これらのランドマ
ーク候補領域の優先度の設定例として、最も高い優先度が鎖骨に設定され、最も低い優先
度が肺野に設定され、かつ鎖骨、胸郭、寛骨、脊椎、及び肺野の順に優先度が低くなる設
定例が挙げられる。
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【０１８３】
　図６に示した過去の胸部Ｘ線画像１００、及び現在の胸部Ｘ線画像１０２は、寛骨以外
のランドマーク候補領域が抽出される。過去の胸部Ｘ線画像１００、及び現在の胸部Ｘ線
画像１０２から抽出されたランドマーク候補領域のうち、優先度が高い鎖骨、及び胸郭が
ランドマークとして選択される。
【０１８４】
　図９から図１１に示した頭部ＣＴ画像は、頭蓋骨、眼球、頬骨、頚椎、及び脳槽領域が
ランドマーク候補領域として設定される。これらのランドマーク候補領域の優先度の設定
例として、最も高い優先度が頭蓋骨に設定され、最も低い優先度が脳槽領域に設定され、
かつ頭蓋骨、眼球、頬骨、頚椎、及び脳槽領域の順に優先度が低くなる設定例が挙げられ
る。
【０１８５】
　図１０に示した例では、優先順位が最も高い頭蓋骨、及び優先順位が二番目に高い眼球
がランドマークとして選択される。変化が相対的に少ないランドマーク候補領域は優先度
が相対的に高く設定される。一方、変化が相対的に多いランドマーク候補領域は優先度が
相対的に低く設定される。
【０１８６】
　図１３に示した優先度設定部２５０は、入力装置２６を用いて入力された優先度設定情
報を表す信号に基づいて、複数のランドマーク候補領域に対して優先度を設定することが
可能である。
【０１８７】
　図１４は優先度設定画面の構成例を示す説明図である。図１４に示した優先度設定画面
２６０は、最も優先度が高い領域を指定する第１設定タブ２６２、二番目に優先度が高い
領域を指定する第２設定タブ２６４、三番目に優先度が高い領域を指定する第３設定タブ
２６６、四番目に優先度が高い領域を指定する第４設定タブ２６８、及び最も優先度が低
い領域を指定する第５設定タブ２７０が表示される。
【０１８８】
　第１設定タブ２６２は、文字入力を適用してもよいし、プルダウンメニューを適用して
もよい。第２設定タブ２６４、第３設定タブ２６６、第４設定タブ２６８、及び第５設定
タブ２７０も同様である。
【０１８９】
　第１設定タブ２６２から第５設定タブ２７０に領域名を入力し、オーケーボタン２７２
を押下すると優先度の設定が確定する。なお、第２設定タブ２６４から第５設定タブ２７
０までのいずれかを未入力としてもよい。
【０１９０】
　図１４には５つの優先度設定タブを備える優先度設定画面２６０を図示したが、優先度
設定タブの数は医用画像の種類、注目領域等に応じて適宜変更してもよい。
【０１９１】
　〔第２実施形態に係る画像処理方法の手順〕
　図１５は第２実施形態に係る画像処理方法の手順の流れを示すフローチャートである。
図１５に示したフローチャートは、図５に示したフローチャートの注目領域選択工程Ｓ１
４と、ランドマーク領域選択工程Ｓ１６との間に、優先度設定工程Ｓ１５が追加される。
【０１９２】
　優先度設定工程Ｓ１５では、図１３に示した優先度設定部２５０は、予め設定されてい
るランドマーク候補領域に対して優先度を設定する。優先度設定工程Ｓ１５の後に、ラン
ドマーク領域選択工程Ｓ１６へ進む。
【０１９３】
　ランドマーク領域選択工程Ｓ１６では、図１３に示したランドマーク領域選択部５６は
、優先度設定工程Ｓ１５において、ランドマーク候補領域に対して設定された優先度の高
い順にランドマーク領域を選択する。他の工程は、図５に示した各工程と同一であり、こ
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こでの説明を省略する。
【０１９４】
　［第２実施形態に係る画像処理装置、及び方法の作用効果］
　第２実施形態に係る画像処理装置、及び方法によれば、以下の作用効果を得ることが可
能である。
【０１９５】
　〔１〕
　ランドマーク候補領域に対して優先度を設定する優先度設定部２５０を備える。これに
より、優先度に基づくランドマーク領域の選択が可能である。
【０１９６】
　〔２〕
　表示装置２４に優先度設定画面２６０を表示させる。優先度設定画面２６０は入力装置
を用いて領域の情報を入力可能な設定タブが表示される。これにより、入力装置を用いて
、ランドマーク候補領域に対して優先度を設定することが可能である。
【０１９７】
　［ネットワークシステムへの適用例］
　図１６はネットワークシステムが適用される情報処理システムの構成例を示すブロック
図である。図１６に示した情報処理システム３００は、サーバ装置３０２、及び医療機関
３０４に具備される端末装置３０６を備える。サーバ装置３０２と端末装置３０６とはネ
ットワーク３０８を介して通信可能に接続される。
【０１９８】
　医療機関３０４は、図１６に図示した第１医療機関３０４Ａ、第２医療機関３０４Ｂ、
及び第３医療機関３０４Ｃの総称である。また、端末装置３０６は、図１６に図示した第
１医療機関３０４Ａに具備される端末装置３０６Ａ、第２医療機関３０４Ｂに具備される
端末装置３０６Ｂ、及び第３医療機関３０４Ｃに具備される端末装置３０６Ｃの総称であ
る。
【０１９９】
　端末装置３０６は、図１から図４を用いて説明した画像処理装置１２と同様の構成、及
び機能を有している。ここでは、端末装置３０６の構成、及び機能等の説明は省略する。
端末装置３０６は、医療機関３０４が備えるモダリティと通信可能に接続されてもよい。
図１６ではモダリティの図示を省略する。モダリティは図１に符号１４を付して図示する
。
【０２００】
　サーバ装置３０２は、図１に示した画像データベース１６等の医用画像データベース３
１０を備える。サーバ装置３０２は、端末装置３０６との間で医用画像を高速で送受信可
能に構成される。図１６に示したＤＢはData Baseの省略語である。
【０２０１】
　医用画像データベース３１０は、ネットワーク３０８に接続されるＮＡＳ（Network At
tached Storage）を適用し得る。医用画像データベース３１０は、ＳＡＮ（Storage Area
 Network）に接続されたディスク装置を適用し得る。
【０２０２】
　サーバ装置３０２は第２機械学習器３１２を備える。第２機械学習器３１２は、図４に
示した機械学習器５３と同様に、コンボリューションニューラルネットワークを適用可能
である。
【０２０３】
　第２機械学習器３１２は、図４、及び図１３に示した機械学習器５３の機能を備えるこ
とが可能である。サーバ装置３０２に具備される第２機械学習器３１２は、機械学習器５
３を更新する機械学習器更新部として機能し得る。
【０２０４】
　すなわち、第２機械学習器３１２は、図４、及び図１３に示した抽出部５２の抽出結果
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を用いた機械学習を行い、抽出部５２に適用される抽出規則を更新して、機械学習器５３
を更新してもよい。
【０２０５】
　ネットワーク３０８は、公衆回線網を適用してもよいし、専用回線網を適用してもよい
。ネットワーク３０８は、光ファイバー等の高速通信ケーブルが適用される。ネットワー
ク３０８はＤＩＣＯＭ規格に準拠した通信プロトコルを適用可能である。
【０２０６】
　［コンピュータを画像処理装置として機能させるプログラムへの適用例］
　上述した画像処理方法は、コンピュータを用いて、画像処理装置における各部に対応す
る機能、及び画像処理方法における各工程に対応する機能を実現させるプログラムとして
構成可能である。
【０２０７】
　例えば、第１医用画像、及び第２医用画像を取得する画像取得機能、第１医用画像、及
び第２医用画像のそれぞれから、注目領域を含む複数の領域を抽出する抽出機能、第１医
用画像の複数の領域、及び第２医用画像の複数の領域のうち、第１医用画像と第２医用画
像とに共通する領域であり、注目領域と異なる特定の領域を、第１医用画像と第２医用画
像との位置合わせの基準となるランドマーク領域として選択するランドマーク領域選択機
能、及びランドマーク領域を位置合わせの基準として、第１医用画像と第２医用画像との
位置合わせを行い、第１医用画像と第２医用画像とを重ね合わせた結果画像を生成する位
置合わせ機能を実現させるプログラムを構成し得る。
【０２０８】
　上述した画像処理機能をコンピュータに実現させるプログラムを、有体物である非一時
的な情報記憶媒体である、コンピュータが読取可能な情報記憶媒体に記憶し、情報記憶媒
体を通じてプログラムを提供することが可能である。
【０２０９】
　また、非一時的な情報記憶媒体にプログラムを記憶して提供する態様に代えて、ネット
ワークを介してプログラム信号を提供する態様も可能である。
【０２１０】
　［実施形態及び変形例等の組み合わせについて］
　上述した実施形態で説明した構成要素、及び変形例で説明した構成要素は、適宜組み合
わせて用いることができ、また、一部の構成要素を置き換えることもできる。
【０２１１】
　以上説明した本発明の実施形態は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜構成要件を
変更、追加、削除することが可能である。本発明は以上説明した実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の技術的思想内で当該分野の通常の知識を有する者により、多くの変
形が可能である。
【符号の説明】
【０２１２】
１０　医療情報システム
１２　画像処理装置
１４　モダリティ
１６　画像データベース
１８　ネットワーク
２０　マウス
２２　キーボード
２４　表示装置
２６　入力装置
３０　制御部
３２　メモリ
３４　ハードディスク装置
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３６　通信インターフェース
３８　入力コントローラ
３９　ディスプレイコントローラ
４０　全体制御部
４１　画像取得部
４２　画像処理部
４２Ａ　画像処理部
４３　深層学習アルゴリズム
４４　表示制御部
４５　画面生成部
４６　入力制御部
４７　記憶部
４８　画像記憶部
４９　プログラム記憶部
５０　第１医用画像
５１　第２医用画像
５２　抽出部
５３　機械学習器
５３Ａ　正解データ
５４　注目領域選択部
５５　ランドマーク候補領域設定部
５６　ランドマーク領域選択部
５８　位置合わせ部
５８Ａ　誤差算出部
５９　表示選択部
６０　通信信号線
１００　過去の胸部Ｘ線画像
１０２　現在の胸部Ｘ線画像
１０４　結果画像
１０４Ａ　結果画像
１１０　鎖骨
１１２　胸郭
１１４　心臓
１２０　鎖骨
１２２　胸郭
１２４　心臓
１４０　表示選択画面
１４２　第１選択ボタン
１４４　第２選択ボタン
１４６　オーケーボタン
２００　過去の第１頭部ＣＴ画像
２００Ａ　過去の第１頭部ＣＴ画像
２００Ｂ　過去の第１頭部ＣＴ画像
２０２　過去の第２頭部ＣＴ画像
２０２Ａ　過去の第２頭部ＣＴ画像
２０２Ｂ　過去の第２頭部ＣＴ画像
２０４　現在の頭部ＣＴ画像
２０４Ａ　現在の頭部ＣＴ画像
２０４Ｂ　現在の頭部ＣＴ画像
２０６　結果画像
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２０６Ａ　結果画像
２０６Ｂ　結果画像
２１０　脳
２１２　頭蓋骨
２１４　眼球
２１６　頬骨
２２０　脳
２２２　頭蓋骨
２２４　眼球
２２６　頬骨
２３０　脳
２３２　頭蓋骨
２３４　眼球
２３６　頬骨
２４０　処理対象画像選択画面
２４２　オーケーボタン
２５０　優先度設定部
２６０　優先度設定画面
２６２　第１設定タブ
２６４　第２設定タブ
２６６　第３設定タブ
２６８　第４設定タブ
２７０　第５設定タブ
２７２　オーケーボタン
３００　情報処理システム
３０２　サーバ装置
３０４　医療機関
３０４Ａ　第１医療機関
３０４Ｂ　第２医療機関
３０４Ｃ　第３医療機関
３０６　端末装置
３０６Ａ　端末装置
３０６Ｂ　端末装置
３０６Ｃ　端末装置
３０８　ネットワーク
３１０　医用画像データベース
３１２　第２機械学習器
Ｓ１０からＳ２６　画像処理方法の各工程
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